
2  平成 1 ,7 年度国庫補助事業について 
(1 ) 実施 要網 ( 案 ) 及び交付 要網 ( 案 ) 

ア 「介護サービス 情報の公表」制度推進事業 ( 仮称 ) 
( 介護予防，地域支え 合い事業 ) 

「介護サ "  ー ヒス情報の公表」制度推進事業 。 圭 "@ ( 仮称 ) 実施要綱 ( 案 ) 

ァ 目的 

この事業は、 利用者が介護サービス 事業者を選択するに 当たっての判断に 資する介 
護サービス情報を、 円滑かつ容易に 取得できる環境整備を 図るため、 介護サービスに 

関するモデル 調査を実施し、 調査内容等の 検証を行 う とともに、 「介護サービス 情報の 
公表」制度の 円滑かっ適切な 施行準備を推進することを 目的とする。 

イ 実施主体 
事業の実施主体は、 都道府県とする。 但し、 事業の全部又は 一部を指定情報公表セ 

ンタ一の指定を 予定している 法人等に委託することができる。 

ウ 事業内容 
「． モデル調査事業 

(7) モデル調査の 実施 
① 調査対象 

調査対象事業所は 下記のとおりとする。 
a 指定訪問看護事業所 

b  指定特定施設入所者生活介護事業所 ( 軽費老人ホームで 実施されている 
ものに限る。 ) 

c 指定居宅介護支援事業所 
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③ 調査対象事業所の 選定 
調査対象事業所は、 別紙 1 「調査対象事業所，及び 調査候補者選定基準」 ( 以 

下、 「選定基準」という。 ) により選定し、 調査対象事業所の 同意を得て決定す 

るものとする。 

④ 実施方法 
a 各調査対象事業所毎の 調査体制 

「事業所当たり 調査員 2 名「組で訪問調査を 実施するものとする。 
b  調査日数 

「調査当たり 訪問調査日数は 概ね 1 日 とする。 

⑤ 調査様式 
別に定める調査対象事業所毎の 調査様式により 実施するものとする。 

⑥ その他 
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調査スケジュールが 確定し次第厚生労働省へ 報告するものとする。 

( ィ )  モデル調査事業調査員の 養成等 

① モデル調査事業調査員候補者の 選定 
モデル調査事業調査員候補者は、 別紙Ⅰ「選定基準」により 選定し、 モデル 

調査事業調査員候補者の 同意を得て決定するものとする。 
なお、 モデル調査事業調査員候補者の 選定に当たっては、 同業他社の役員・ 

職員ではない 者とするよう 配慮するとともに、 1 つ め サービス当たり 4 名とし、 
可能な限り制度施行を 踏まえた選定とすること。 

② 基礎研修の実施 
都道府県は、 モデル調査事業調査員候補者に 対し、 社団法人シルバーサービ 

ス振興会 ( 以下「振興会」という。 ) が実施するモデル 調査事業調査員養成中 
央研修 ( 以下「中央研修」という。 ) の前に、 別紙 2 「「介護サービス 情報の公 

表 」モデル調査事業調査員の 基礎研修について 上に定めるところにより、 介護 
保険制度の理俳、 サービス提供の 流れ及 び 調査対象事業所・ 施設に関する 基礎 

知識等に関する 基礎研修を実施するものとする。 
なお、 これらの知識を 十分に有すると 認められる者については、 基礎研修の 

受講を免除して 差し支えない。 

③ 中央研修への 派遣 
都道府県は、 モデル調査事業調査員候補者を 中央研修へ派遣する。 

④ 事前説明会の 開催 
都道府県は、 中央研修を修了したモデル 調査事業調査員、 調査対象事業所に 

対して事前説明会を 開催し、 訪問調査の日程調整等を 行う。 

( ゥ )  都道府県検証会議の 開催 
の 内容 

調査結果を集約・ 整理し、 事業所情報公表項目等の 検証を行 う ものとする。 

② 構成 

都道府県職員、 指定情報公表センタ 一の指定を予定している 法人、 調査員、 
調査対象事業所職員等で 構成するものとする。 

③ 報告害の作成 
報告書を作成し、 厚生労働省へ 提出する。 

2. 制度施行準備・ 支援事業 
「介護サービス 情報の公表」制度の 円滑かっ適切な 施行準備を推進するため、 次の 

事業を実施する。 
くア Ⅰ 調査員の養成研修の 実施 
くイ Ⅰ 調査員指導者の 養成等 
くウ Ⅰ 制度の普及・ 啓発事業 
(1)  その他、 制度施行の準備・ 支援に必要な 事業 

エ 実施上の留意点 

(7)  モデル調査事業の 実施に当たっては、 制度施行時の 実施方法、 実施体制等を 念頭 
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に 置いた体制で 実施するように 努めること。 但し、 調査対象事業所が 特定される形 
での調査結果の 公表及び調査対象事業所からの 調査費用の徴収は 行わないこと。 

( ィ ) 本 事業の関係者は、 正当な理由なしに 本事業に関して 知り得た秘密を 漏らしては 
ならない。 なお、 本事業実施における 利用者及び利用者家族の 個人情報の取り 扱い 
については別に 定めるものとする。 
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( 別紙 1 ) 

調査対象事業所及び 調査員候補者選定基準 

区分 調査員候補者選定基準 

指定訪問看護 次の 1 又は 2 に該当する者を 

原則として各 2 人 
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2. 上記以外の者 

調査対象事業所選定基準 

3 箇所とし、 訪問看護ステーシ 
ョンの中から、 次の経営主体に 
ついて、 偏らないように 配慮し 
て選定すること 

( 経営主体の形態 ) 
・社会福祉法人 
・医療法人 
・営利法人 

( 注 ) 事業所の規模についても、 都 
道府県の実情に 応じて幅が出る 
よ う 配慮して選定すること 

指定特定施設 
入所者生活介 
護 ( 軽費老人 
ホーム ) 

指定居宅介護 
支援 

同 上 

上
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3 箇所とし、 次の経営主体につ 
いて偏らないように 配慮すると 
ともに、 運営の形態 ( 独立型、 
併設型 ) についても偏らないよ 
うに配慮して 選定すること。 

( 経営主体の形態 ) 
，社会福祉法人 
・医療法人 
  営利法人 

( 注 ) 事業所の規模についても、 都 
道府県の実情に 応じて幅が出る 
よ う 配慮して選定すること 
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( 別紙 2) 

「介護サービス 情報の公表」モデル 調査事業調査員の 基礎研修について 

「 目 的 

「介護サービス 情報の公表」モデル 調査事業の調査員候補者が、 介護保険制度に 関 

する基礎的な 知識等を習得することを 目的とする。 

2  実施主体 

研修の実施主体は 都道府県とする。 なお、 都道府県が適当と 認める団体に 委託する 
ことができる   

3  研修受講対象者 
研修の受講対象者は、 中央研修受講予定者とする。 但し、 介護保険制度に 関する 基 

礎 知識を十分に 有すると認められる 者については、 基礎研修の受講を 免除して差し 支 

えない。 

4  実施時期 
別途連絡する 中央研修の実施前に 実施するものとする。 

5  研修内容及び 研修教材 
( 1 ) 研修内容 

研修内容は 、 次の内容を基本とし、 適宜構成するものとする。 

0  介護保険制度の 理念 
0  サービス提供の 流れ 

  要介護認定 

・保険給付の 種類と内容等 
・ケアマネジメントの 機能 
，ケアマネジメントの 方法論 

0  調査対象サービスに 関する基礎知識 
・事業者及び 施設に関する 規定 
・各サービスの 基礎知識 

指定訪問看護、 指定特定施設入所者生活介護 ( 軽費老人ホーム ) 、 指定居宅 介 
護 支援のうち、 各調査員の調査対象事業所に 関する内容 

(2) 研修教材 
研修教材は、 各都道府県において 適宜選定すること。 

6  講 師 

研修講師については、 次の者の中から 適宜選考するものとする。 
・都道府県の 介護保険担当職員 
・介護支援専門員として 都道府県により 登録されている 者 
・平成 1 6 年度に「介護サービスの 情報開示の標準化」都道府県モデル 事業における 
研修を受講した 者 

・その他、 介護保険制度や 調査対象事業所に 関する知識を 有する者であ って、 都道府 
県が適当と認める 者 
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